
輸出免税で消費税不要のはずが 

なぜ付加されるかという疑問 

輸出免税で消費税がかからないハズ･･･？ 

 日本からの海外への物品の輸出について

は、消費税が課税されない輸出免税となっ

ています。輸出免税とは、物品の販売（＝

消費税法でいうところの資産の譲渡等）は

本来課税されるところ、特別な配慮（＝消

費地課税主義と国際的慣行）により課税さ

れないこととされているものです。 

輸出免税なのに消費税が付加される背景① 

輸出元の日本の事業者（個人・法人）が、

小規模で消費税免税事業者の場合です。自

分が仕入れた物品にかかる消費税額がコス

トとなってしまうことを回避するために、

売上にも消費税を付加してきます。購入す

る側の外国の事業者（個人・法人）は、日

本の消費税が輸出免税との認識がないので

請求書の金額のまま支払ってしまう場合で

す。 

輸出免税なのに消費税が付加される背景② 

日本の事業者が、消費税申告をして申告

書では輸出免税として仕入に係る仕入れ税

額控除を取りながら、請求書では消費税額

を加算した金額を請求することもあります。

外国の事業者が輸出免税との認識がないの

でそのまま支払いをしてしまう場合です。 

日本の事業者が、消費税の申告で輸出免

税とせずに納税している場合には、[輸出元

の日本の自事業者において]更正の請求に

よる還付→[外国事業者へ]返金ということ

も考えられます。 

しかしながら、日本の事業者が申告書で

は輸出免税としながら、相手先からは消費

税分を収受している場合には厄介です。 

これは弁護士マターです 

 請求書上で物品の税抜本体価格と消費税

額が明確に別記してあれば、交渉して消費

税額を返金してもらう可能性もあります。

請求する側としては、「本件取引は輸出免税

取引であり、消費税を別記している支払代

金のうち、消費税部分は法律上の原因のな

い給付となり、民法上、不当利得として返

還請求できることになる」と主張します。 

しかしながら、すんなりとはいかないケ

ースもあります。たとえば、売買契約書に

おいて、「本体価格」と「消費税等」を合計

した総額が「売買代金」とされていて、売

買代金としては、総額で合意しているとも

解釈される余地がありそうな場合です。 

この点は契約解釈の問題であり、相手方

が争ってきた場合は返金請求が難しくなる

こともあるようです。 
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契約書は争いを回避す

るために、お金はかか

りますが、弁護士に作

ってもらうのが予防策

です。 


